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子育て支援施設非利用者の現状と支援の課題に関する一考察 
―非利用者を対象にしたアンケートを参考に―

香　崎　　智 郁 代　

要旨

　2003年制定の次世代育成支援対策推進法に伴い、児童福祉法が一部改正さ

れた。その中で、すべての子どもと子育て家庭に対する支援が義務付けられ

ている。

　本稿の目的は、現在ある子育て支援施設（地域子育て拠点事業における地域

子育て支援センター・つどいの広場・児童館）を利用していない保護者を非利

用者とし、非利用者の現状と支援の課題について考察を行うことであった。

　具体的には、１歳半健康診査、ならびに３歳児健康診査のために保健福祉

センターを訪れた保護者を対象に子育て支援施設の認知状況、利用状況、日

常選択している遊び場の状況について尋ねるアンケート調査を行い、保育園

及び幼稚園に就園しているか否かによって分けて検討を行った。その結果、

いずれの場合も約２割の保護者が子育て支援施設の場所及び名前について認

知していない状況があった。また、利用しない理由として現在の生活形態に

合っていない「ニーズの不合致」や「立地条件」「対人関係」などが利用しな

い要因となっていることが示唆された。そして、現在日常的に利用している

戸外の遊び場として公園が多く挙げられた。課題として、①継続したアウト

リーチの必要性、②公園を子育て支援の場として再考する必要性を提示した。

１．問題の所在と研究の目的

　子どもが成長・発達していくためには、遊びが重要な役割を果たすことはこ

れまでの研究においても数多く言われている。文化人類学において、子ども文
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化という新しい概念を提唱した藤本１）は「子どもにとっては、遊びは学習とい

う要素が強く、運動能力や体力の養成、知的・精神的発達に持っている役割と

意味はきわめて大きい」と述べており、子どもにとって遊びは生活そのものだ

としている。また、和田２）も同様に「子どもにとっては遊びと見えることが『生

活』であり、存在の根本的な様態である」と述べている。すなわち子どもにとっ

ての遊び場とは「子どもの生活空間すべて」と考えることができる。

しかし、現在の子どもは容易に戸外で遊べないという状況がある。子ども

の遊び場について昭和30年代と50年代を比較した仙田３）によると、子どもの

遊び空間が大幅に減少していることが明らかになっている。そして、その後

においても都市部での遊び場空間、住宅事情の悪化などが多く指摘されてい

ることなどから、戸外だけでなく戸内の遊びにおいてもかなり制限されてき

ていることが窺える。

また、子どもの遊び場を取り巻く現状について、幼稚園児を持つ母親を対

象に、質問紙調査を行った文屋、目野４）は、多くの母親は遊びの中で子ども

の社会性や協調性が養われていると考えており、遊びの必要性を感じている

一方で、交通事情や少子化などの問題から、現状ではそれが難しくなってき

ており、何とか子どもの遊びを守ってやりたいと願う母親の努力に依ってい

ると指摘している。子どもの遊びを支える場や遊び仲間が制限され、それに

対して遊びの重要性を理解している保護者が何とか苦慮しながら対応してい

るという状況がみてとれる。

そのようななか、国はこれまで親子で利用できる遊び場作りとして子育て

支援拠点事業を行ってきている。2004年に決定された「少子化社会対策大綱

に基づく重点施策の具体的実施計画について（子ども・子育て応援プラン）」

の中で、2009年までにつどいの広場（ひろば型）を1,600ヶ所に、地域子育

て支援センター事業（センター型）の推進を4,400ヶ所にするという目標値

を掲げており５）、2011年度の実績であるが、つどいの広場が2,132ヶ所、セ

ンター型が3,219ヶ所、児童館型が371ヶ所、と計5,722ヶ所に上る６）。さらに、

2010年決定された「子ども・子育てビジョン」において、2014年までにそ
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の数を10,000ヶ所まで増やすことを目的としており７）、2013年度から順次施

行される「子ども・子育て新システム」においても同様に扱われている。こ

れはすべての子育て家庭に対して、歩いていける場所に遊び場を充実させ、

子育て家庭の不安感を解消しようという取り組みであり、このような取り組

みが一定の効果を挙げていることはこれまでも数々報告されている８）９）。

しかし、遊び場の数を増やせばよいというわけではない。様々な遊び場を

利用している保護者がいる一方で、そのような場に行けない保護者も依然と

して存在している。そして、昨今その人たちへの支援の必要性も多くいわれ

るようになってきているが、効果的な支援方法はいまだ十分提示されている

とは言い難い。

2003年、次世代育成支援対策推進法制定に伴い、児童福祉法が改正され

た。改正の背景には、子育て家庭の孤立や専業主婦家庭の負担感の増大、地

域における子育て力の低下等があるとされており、この改正において、地域

における子育て支援の強化を図るために、係る支援事業を児童福祉法の中に

位置づけ、すべての子育て家庭に対する子育て支援を市町村の責務とするこ

とが明確化されている10）。つまり、すべての子どもと子育て家庭に対しての

子育て支援が現在課題とされているのである。このような流れのなか、提供

されている支援の場を利用していない人たちの現状を明らかにしていくこと

は今後の支援策を考える上で意義のあることだと考える。

そこで本稿では、子育て支援施設を利用していない保護者を非利用者と呼

ぶこととし、まず非利用者とはどのような人たちなのか、その現状を明らか

にし、支援方法の課題を検討することを目的とする。ここでの子育て支援施

設とは、子育て支援拠点事業における地域子育て支援センター、つどいの広

場、児童館を指す。

本稿を進める前に、非利用者の定義を行う。非利用者といっても、次の２

つの形態が考えられる。１つ目は、子育て支援施設を全く利用したことがな

い人たち、２つ目は、以前利用していた、あるいはしたことがあるが、何ら

かの理由で現在は利用に至っていない人たちである。本稿ではこのいずれの
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ケースも含め、論を進めることとする。

２．先行研究からみる非利用者像

２－１．利用者と非利用者の２極化現象

　ここでは、まず非利用者に関するこれまでの研究を概観しながら、非利用

者に迫ってみたい。

　非利用者を対象にした研究は数少ない。戸田、奥村は子育て支援事業に参

加しない母親の特徴について、どのような特徴を持つ母親が事業に参加しに

くいのか、そしてそのような母親は支援を必要としていないのかについて探

索的に研究を行っている11）。また、神田、山本らは子育て支援事業の利用者

と非利用者をわけて、非利用者のほうが問題を抱えている人がいるのではな

いかという問題意識から、両者間の比較分析を行っている12）。これらの研究

から、利用者は色々な支援の場に出かけていく一方で、非利用者はどこにも

行かないという二極化現象があることが指摘されている。すなわち、利用者

は子育て支援センターだけではなく、児童館や保健センターといった他の子

育て支援施設や関係機関を利用する割合が非利用者より高く、そのため、そ

のような場において提示されているお知らせや連絡といった子育て支援に関

する情報に触れる機会が高いことが予想される。つまり、利用者は子育て支

援施設に関する情報を積極的に集め利用しているが、非利用者はいずれの施

設ともコンタクトをとらないという傾向にあることが示されている。

２－２．非利用者に至る要因

では、非利用者が現在ある子育て支援施設を利用しない要因は何であろう

か。中谷13）は、子育てに関する情報は母親の個人的なネットワークによって

得ることが多いことを指摘し、情報周知のあり方を検討すべきとしている。

また加藤14）も情報周知の必要性に同様の見解を述べており、利用可能なはず

の子育て支援施設であっても、認知状況によって利用が十分でないことが多

いとしている。加藤の調査では、保育所や幼稚園といった地域における子育
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て支援機能を広く開放している場であっても、未就園の子どもを持つ親の半

数はその存在を認知しておらず、周知方法を検討する必要性を強調している。

また、猿渡は、子育て支援事業の中の窓口相談に焦点をあて、情報認知と利

用意図の関係について研究を行っている15）。それによると、事業についての

情報を認知していた母親のほうが、認知していなかった母親より今後の利用

を意図する傾向が高かったことを示しており、情報周知の重要性が窺える。

　しかし、子育て支援施設の情報を得ていたとしても、それで利用に至ると

は限らない。前出の神田、山本は子育て支援センターまでの所要時間と参加

率について、子育て支援施設の利用とそこまでの距離に大きな関係があるこ

とを指摘している。具体的には、子育て支援センターまでの所要時間が「20

分から29分」といったあたりが利用と非利用の分岐点であることを示して

おり、立地条件が非利用に至る要因の１つと述べている。また勝浦ら16）も同

様に、非利用に至る要因として事業内容と立地条件を挙げている。そして尾

木17）は、「親子で平日過ごすところ」を尋ねる調査を行い、子育て支援関連

施設の記入があった群を利用者、記入のなかった群を非利用者として考察を

行っている。そのなかで、非利用者には、利用するニーズがないグループが

あることを示唆している。すなわち、利用するニーズがないグループは、家

族などのソーシャルサポートがあり、外出する場所やその情報を既に持って

いる人たちである。そのため、子育て支援施設の情報を認知していたとして

も、利用するニーズがなく、利用に至っていない人たちである。さらにその

他にも利用に至らない要因として、①支援事業の情報不足、②支援施設の立

地条件、③支援施設の設備の充実など外出の際の困難性、④ニーズとの非合

致、⑤利用へのためらいの５つがあるのではないか、と推察している。

以上の研究は、これまで対象とされていなかった非利用者に焦点をあてた

という点において意義深い。しかし、非利用者の定義がされておらず、曖昧

となっている。また、推察に留まっているため、要因が明確にできていない

という問題がある。

その他、子育て支援施設の非利用者に関する調査として、前述した2003
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年の次世代育成支援対策推進法に係る行動計画に伴う自治体調査がある。こ

れは各自治体によって計画、実施されているものであるが、その多くが利用

状況を尋ねることに留まっており、その背景となる理由については明らかに

なっていない18）。また、非利用に至る理由について言及した調査も散見され

るものの19）20）、就学前児童の保護者、あるいは小学生の保護者と大まかな区

分けがなされている。子育て支援施設の利用は、家庭で子育てを行っている

保護者とその子どもが主な対象と考えられることから、非利用者のなかでも

未就園児を持つ保護者と就園児を持つ保護者に分けて細かな検討を行ってい

くことが必要と考えられる。

そこで本研究では、非利用者の現状についてのアンケート調査を行い、対

象となる非利用者の子どもの就園状況の視点から検討を行う。また現在利用

している遊び場についても明らかし、非利用者の遊び場状況についても検討

を行う。

３．研究方法

３－１．調査対象

対象者は１歳半健康診査及び３歳児健康診査のため、保健福祉センターを

訪れた保護者であった。調査は2011年８月に行った。

３－２．調査方法

調査は健康診査の待ち時間を利用し、調査者が個別に依頼した。調査者が

各項目を読み上げ、調査者が記入を行った。対象地域は、Ａ市内の保健福祉

センター（３か所）であった。

調査を行ったＡ市は、これまで数回にわたる市域の拡大や都市化の進展に

より人口が増加し、現在は73万人を超える都市となっている。子育て支援事

業も重点的に行っており、子育て支援施設数も年々増加している。尚、本調

査時の子育て支援施設数は33件であったが、2012年現在、37件となっている。

2012年４月に政令指定都市となり現在６区に分けられている。調査を行っ
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たのは政令指定都市成立以前であったが、調査を行った保健福祉センター

は、区分けされた６区の中の３区のそれと該当する。

３－３．調査項目

調査項目は以下のようであった。

①健康診査対象児との続柄②就労状況③対象者の年齢④対象児の性別⑤就

園の有無⑥普段、利用している遊び場⑦子育て支援施設の名前及び場所の認

知⑧子育て支援施設の利用の有無⑨利用している子育て支援施設の改善して

ほしい点⑩子育て支援施設を利用しなくなった理由⑪子育て支援施設を利用

しない理由⑫子育てに関する情報源⑬遊び場についての要望や意見に関する

自由回答であった。

　質問項目⑦においては、Ａ市内にある地域子育て支援センター、つどいの

広場、児童館の33件全てを列挙した。子育て支援施設を利用しなくなった

理由、利用しない理由として、尾木らが行った親子の居場所に関する先行研

究21）を参考にし、「家からの距離、駐車場の有無、交通の便、衛生問題、食

事の可否、広さ、遊具の多少、おむつ替えスペースの有無、トイレ環境、相

談の可否、既存のグループや他の利用者が気になる」などの項目を挙げた。

質問項目の⑥については、選択項目からよく利用する順に最大３つまで、⑨

⑩⑪についてはあてはまる理由を最大３つまで選択する複数回答式とした。

また、質問項目⑧における、現在の利用の有無の「現在」の定義は期間を定

めず、回答者の判断に依るものであった。

３－４．倫理的配慮

　調査対象者には、調査を行う前に研究の趣旨を説明した。また、アンケー

トが研究を目的としたものであること、調査結果は研究以外に用いられるこ

とがないこと、研究成果についての公表は個人を特定できる情報は公表され

ないことを説明した上で、調査を行った。　
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４．結果

４－１．対象者属性

１歳半健康診査の回答者は77名、３歳児健康診査の回答者は136名の計213

名であった。調査においては、事前に対象者が利用者あるいは非利用者かは

認知できないため該当者すべてに調査を行い、その後非利用者を抽出した。

213名中、該当回答数は１歳半健康診査52名、３歳児健康診査86名であった。

そのうち回答不明瞭のもの４名を除く134名を検討対象とした。

さらに、健康診査対象児が保育園あるいは幼稚園に就園している（以下、

就園児と記）か、就園していない（以下、未就園児と記）によって分けたと

ころ、就園児を持つ回答者が85名、未就園児を持つ回答者が49名であった。

次にそれぞれの属性について示す。

　まず、就園児を持つ回答者は母親78名（91.8％）、父親４名（4.7％）、そ

の他３名（3.5％）であった。就労状況については、就労中が75名(88.2％ )、

育休中２名（2.4％）、無職８名（9.4％）であった。また、年代は20代が16

名（18.8％）、30代が60名（70.6％）、40代は６名（7.1％）、50代以上が３名

（3.5％）であった。対象児は、第１子が41名（48.2％）、第２子が34名（40.0％）、

第３子が８名（9.4％）、第４子が１名（1.2％）、その他が１名（1.2％）であっ

た。また、未就園児を持つ回答者属性は、母親46名（93.9％）、父親３名

（6.1％）であった。就労状況については、就労中が９名（18.4％）、育休中３

名（6.1％）、無職37名（75.5％）であった。また、年代は20代が17名（34.7％）、

30代が32名（65.3％）であった。対象児は、第１子が26名（53.1％）、第２子

が18名（36.7％）、第３子が５名（10.2％）であった。以上の属性を表１に示す。
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表１．非利用者の属性

対象者属性 （就園 ‐85名） （未就園 ‐49名 ）
母 78名（91.8％） 46名（93.9％）
父 4名 （4.7％） 3名 （6.1％）
その他 3名 （3.5％） 0名　　　　

就労状況 （就園） （未就園）
就労中 75名（88.2%） 9名（18.4％）
育休中 2名 （2.4％） 3名 （6.1％）
無職 8名 （9.4％） 37名（75.5％）

年代 （就園） （未就園）

20代 16名（18.8％） 17名（34.7％）
30代 60名（70.6％） 32名（65.3％）
40代 6名 （7.1％） 0名　　　　
50代以上 3名 （3.5％） 0名　　　　

健診対象児 （就園） （未就園）
第１子 41名（48.2％） 26名（53.1％）
第２子 34名（40.0％） 18名（36.7％）
第３子 8名 （9.4％） 5名（10.2％）
第４子 1名 （1.2％） 0名　　　　
その他 1名 （1.2％） 0名　　　　

　非利用の理由は、①以前利用していたが何らかの理由で利用しなくなった

人、②一度も利用したことのない人の２つに分類することができる。また、

一度も利用したことない理由として、その理由を検討したところ、子育て支

援施設の存在を認知していない場合とそれ以外に大きく分けられた。そこで

まず子育て支援施設の認知状況について検討を行った。

４－２．認知の有無

　質問紙ではＡ市内にあるすべての子育て支援センター、児童館など子育て

支援施設を提示し、名前並びに場所についてその認知を尋ねた。その中の１

つでも知っている場合は認知しているとしたところ、認知状況は就園児の保

護者では85名中69名（81.2％）、未就園児の保護者では49名中37名（75.5％）

であった。認知状況を表２に示す。
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表２．子育て支援施設の認知状況

就園児の保護者 81.2%（69名/85名）

未就園児の保護者 75.5%（37名/49名）

４－３．子育て支援施設を利用しなくなった理由

　以前は利用していたが、現在は利用に至っていない人たちが就園児の保護者

では49.4％（85名中42名）、未就園児の保護者では46.9％（49名中23名）存在し、

その割合はほぼ同じであった。非利用になった理由として、あらかじめ調査者

が設定していた回答とその他として挙げられた理由の分類わけを行った。

　挙げられた理由のなかで、就園・就労など利用のニーズが変化したと考え

られるものを現在のニーズに合わない「ニーズの不合致」、また、駐車場が

ない、遠い、利便性が悪いといった子育て支援施設の立地条件に関するもの

を「立地条件」、その場で食事ができない、遊具が少ないといった子育て支

援施設の内容に関するものを「事業内容」、既存のグループ、人間関係を気

にするといった回答を「対人関係」、「特になし」、「その他」に分けられた。

就園児の保護者においては、「ニーズの不合致」に関する回答が67.4％と

一番多く挙げられたが、未就園児の保護者においては、子育て支援施設の

「立地条件」が33.3％と一番多く、次に「事業内容」と続いた。また子育て

支援施設における「対人関係」は就園児の保護者においては全く挙げられな

かった。結果を図１に示す。
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（それぞれの総回答数における割合）

67.4%

13.0%

6.5%

6.5%

0.0%

6.5%

10.0%

33.3%

23.3%

13.3%

6.7%

13.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

ニーズの不合致（就園等）

立地条件（遠い、駐車場）

事業内容（遊具等）

特になし

対人関係（既存グループ）

その他（引越し等） 未就園児

就園児

図１．子育て支援施設を利用しなくなった理由

４－４．認知しているが非利用の理由

　次に、認知している子育て支援施設を利用しない理由を尋ねた。あらかじ

め設定していた回答、ならびにその他として挙げられた理由をまとめたとこ

ろ、就労・就園のため行く時間がないという、現在の生活に合わない「ニー

ズの不合致」、遠い、利便性が悪いといった「立地条件」、同年代の利用が少

ないといった子育て支援施設の内容に関する「事業内容」、既存のグループ

への気兼ねや気にするといった「対人関係」、また、場所や名前は認知して

いても「利用の方法がわからない」という利用方法に対する「情報不足」、「特

になし」、「その他」に分けられた。

　就園児の保護者においては、「ニーズの不合致」が50.0％と一番多く見ら

れた。また、未就園児の保護者においては「ニーズの不合致」、「立地条件」「対

人関係」が28.6％と同じであった。結果を図２に示す。

４－５．現在利用している遊び場の状況

　非利用者の親子が日常的に遊ぶ場所について最大３つ目まで尋ねたところ、

就園児を持つ保護者、並びに未就園児を持つ保護者のいずれも自宅、公園、
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スーパーマーケットなどの商業施設の順で挙げられた。また、就園児を持つ

保護者においてはサークルを挙げた人は見られなかった。結果を図３に示す。

（それぞれの総回答数における割合）
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10.5%

10.5%

0.0%
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0.0%

28.6%

0.0%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ニーズの不合致（就園・就労）

立地条件（遠い・駐車場）

事業内容（同年代の利用）

情報不足

対人関係（既存グループ）

特になし

その他 未就園児

就園児

図２．子育て支援施設を利用しない理由

（それぞれの総回答数における割合）
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33.9%
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13.7%

1.6%

1.6%
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自宅

庭
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スーパー

道路

空き地
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その他（友人宅・実家等） 未就園児

就園児

図３．現在利用している遊び場の状況
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５．考察

５－１．非利用となった要因ー利用を妨げる要因としての認知状況

　ここでは、得られた結果を参考に非利用者の現状について考察を行ってい

く。

本調査において、子育て支援施設の存在を知らない、あるいはどこにある

のかわからないといった理由で非利用に至っている人たちが就園児の保護者、

未就園児の保護者のいずれにおいても約２割存在した（表２）。先行研究22）と

単純に比較することはできないが、認知が拡大してきていることは窺える。

また、何割が認知していれば多い、あるいは少ないといった評価はできない

が、認知状況が８割にとどまっていることは、以前からの課題とされていた

情報周知がいまだに十分な状況ではないことが示唆された。さらに、就園児

の保護者よりも未就園の保護者は認知度が低い結果であった。子育て支援施

設の一つである子育て支援センターはその多くが保育園併設の形態をとって

いることもあり、また保育園からの情報周知の結果、就園児を持つ保護者の

ほうが認知しやすい傾向にあるのではないかと考えられた。しかし、子育て

支援施設の名前、場所自体は認知していたとしても、結果４－４（図２）で

みられるように利用方法についての情報不足も挙げられており、名前や場所

だけでなくその詳細についての認知も必要とされていることが窺えた。

国は、2007年度から「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」

を実施している。訪問者は保健師、助産師、看護師等であり、必ずしも子育

て支援施設の職員等ではないが、訪問ガイドラインのなかで子育て支援情報

の提供が求められており23）、近隣における子育て支援施設の場所や内容など

の紹介が行われている。また、各自治体や市町村の広報、ホームページにお

いても情報として各子育て支援施設が取り上げられている状況にある。しか

し、依然としてその認知度が８割にとどまっているということは、受け手で

ある保護者が情報を受け取っていたとしてもそれを感知していないことに所

以するのではないかと考えられる。本調査において、非利用者に子育てに関

する情報源を尋ねたところ、市広報、情報誌や回覧板などが挙げられており、
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非利用者も何らかの情報源は持っていることがわかっている24）。しかし、そ

れが認知度につながっていないということは、紙面上の情報源では既存の子

育て支援施設を自分に関わりのある身近な存在として感じることができない

という現在の情報周知の限界の表れと考えられる。

５－２．非利用となった要因

　就園児を持つ保護者において、利用しなくなった理由として、保護者の就

労、子どもの就園に伴った「ニーズの不合致」が多く挙げられ、生活形態が

変化してきたという理由が多くみられた。これは、子育て支援施設に対する

消極的なイメージというよりは、ニーズが合わなくなってきたという非利用

への変化だと考えられる。一方で、未就園児の保護者においては、「立地条

件」や「事業内容」に関する理由が多く挙げられている。これらはニーズが

あるにも関わらず利用に至っていない人たちであろう。立地条件に関して

は、現在、国が推進している子育て支援施設の量の増加に伴い、すべての家

庭にとって、歩いていくことのできる場所に施設ができることが問題解決の

１つとなることが考えられる。また、事業内容に関しては、自由回答のなか

で「時間が合えば行きたい」、「土日が開いていないので行かない」といった

声も聞かれた。全国における子育て支援センターの設置体制の傾向について

調査した大谷らによると、保育所や保健所といった既存施設に併設して設置

されている割合が９割近くとなっている25）。調査対象のＡ市においては、子

育て支援施設の６割以上が保育園併設であり、開所日が月曜から金曜の９時

から17時までとなっているケースが多くみられる。そのため、就園してい

る保護者にとっては利用時間が全く合わないという現状があり、利用につな

がっていないことを示すものであろう。さらに少数ではあるが、未就園児の

保護者のなかには「対人関係」を理由としているものも見られた。子育て支

援施設にはそれぞれ担当の職員が配置されており、利用者への対応を行って

いる状況にある。その中で利用者同士の交流を促し、より良い関係を築いて

いくためには、担当職員の言葉かけや関わり方が影響していることから26）27）、
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職員の質を向上させていくことも必要であろう。

５－３．利用しない要因

結果４－４で明らかになったように、就園児の保護者においては、子育て

支援施設の存在、場所は知っていても、利用に至っていない理由として、就

園・就労のために時間がないという「ニーズの不合致」が多く挙げられた。

つまり、これは自分たちの生活形態に現在の子育て支援施設が合わないこと

によって利用に至っていないと考えられる。一方、未就園児の保護者におい

ては、「ニーズの不合致」、「立地条件」、「対人関係」が同数挙げられた。立

地条件については考察５－２で前述したように、昨今の子育て支援施設の数

を増やしていく取り組みが解決の糸口となることが考えられるが、対人関係

については、まさに「利用を待つ支援の限界」であろう。先行研究においても、

非利用者は利用者と比べて、外出に対する積極性が低く、「内気」「恥ずかし

がり」「引っ込み思案」といった人との関わりが苦手な人が多いことが示さ

れている28）。これらの人たちにとっては子育て支援施設の中で利用を待つこ

とよりもむしろ、出かけていくアウトリーチ活動の必要性が示唆されている。

５－４．非利用者の選択する遊び場状況

結果４－５で示されたように、就園児、未就園児のいずれの保護者におい

ても、自宅、公園、スーパーといった場を日常の子どもの遊び場として選択

している人が多く見られた。「自宅」の回答率の多さは子どもの遊び場の室

内化が依然として多い状況にあることを示したものであり、先行研究とも一

致した結果であった29）。さらに公園も遊び場として多く選択されていた。本

調査の自由回答において、「近くに公園が欲しい」、「大きな公園が欲しい」「芝

生のある公園が欲しい」といった公園に関する要望も多く聞かれており、非

利用者にとって子どもを遊ばせる場として公園が重要な位置を占めている現

われであることが窺われる。
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６．まとめー非利用者に対する支援の課題

　本研究では、子育て支援施設を利用していない保護者に焦点をあて、その

現状を就園しているか否かという視点から検討することを試みた。

　ここでは、非利用者への支援の課題として２点指摘したい。

６－１．継続したアウトリーチ活動の必要性

本調査では、現在の情報周知の限界、また利用を待つ支援の限界が示唆さ

れた。支援事業を認知していないことは、「利用しないだけではなく、そもそ

もその存在を知らないという状態自体に、何らかの問題（たとえば、母親の

社会的スキルや精神的健康など）が潜んでいる可能性を示唆している」30）こと

もあり、情報周知の在り方の検討が今後も必要である。現在、子育て支援施

設においても地域に出向く活動として地域支援活動が義務付けられている。

子育て支援施設の１つである地域子育て支援センターにおいて、全国調査を

行った金子31）によると、７割の施設が施設拠点から地域に出て行う活動、い

わゆるアウトリーチ活動を行っていることを明らかにしている。しかしこの

具体的活動内容を見ると、地域の啓発活動、地域へ出て行うひろば活動、ボ

ランティアの養成・支援、地域住民の活動の支援、地域活動への参加・交流

などが挙げられている。つまり、現在子育て支援センターで行われているア

ウトリーチ活動とは「地域に出向いて行う活動」であり、「地域にいて活動に

出てこない、出てくることができない人に対して行われる活動」と決して同

義ではないことがわかる。前述した乳児全戸訪問事業もアウトリーチ活動の

１つであり、非利用者に対する訪問支援となり得る。しかし、全国における

実施率は約７割に留まっており、今回対象となったＡ市のあるＡ県において

は７割を下回っている（平成20年度実績）。また、乳児全戸訪問事業は予算上

１回の訪問に限られており、事実上母親の慰問に留まっているという指摘も

あり32）、実施時期も限られていることから非利用者への効果としては期待で

きるものではないといえよう。その他のアウトリーチ活動として、養育支援

訪問事業も挙げられる。これは、市町村において養育支援が特に必要である
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と判断した家庭において、保健師・助産師・保育士等が家庭訪問し、養育に

関する指導、助言等の適切な養育の実施を目的として行われているものであ

るが、実施率は未だ全国平均で59.5％、Ａ市においては40.0％とさらに低い数

字となっており33）、アウトリーチ活動はまだ十分とは言えない状況にある。

手村は、アウトリーチワーカー（助産師）が妊娠期から産後、子育て期にわ

たって家庭訪問を行いながら相談などに応じ、さらには子育て支援施設に同行

し、共に参加することで徐々に対象者（親）を子育て支援施設に誘導していく

ことの効果について指摘している34）。非利用者はもともと外出に積極的でない

傾向にある人が多く35）、このような継続した訪問活動は、非利用者を引き出し

ていく一支援方法として興味深い。本研究において明らかになったように、非

利用者の中でも特に、未就園児の保護者は、子育て支援施設での対人関係を気

にする場合が多く、支援の場に足を運びにくい非利用者への対応の仕方を考え

ていくことは必須であろう。また公的なサービス以外にも、ボランティアが継

続して家庭訪問を行うホームスタートといった取り組みも始まっている。この

ような活動と連携した取り組みの推進も今後必要だと考えられる。

６－２．子育て支援の場としての公園

２点目は、現在遊び場として多く利用されている公園を子育て支援の場の

１つとして再考する必要性である。就園児の保護者、あるいは未就園児の保

護者のいずれのケースにおいても子育て支援施設が生活形態にあっていない

という「ニーズの不合致」が理由として多く挙げられている。子育て支援施

設を利用しない非利用者にとって自宅以外の遊び場として、公園は重要であ

ろう。公園を子育て実践共同体として捉えた堂本36）は｢継続的・定常的な『縁

側』のような地域の居場所づくりの支援がより必要となってくる｣と指摘し

た上で、公園はまさにそのような場であると述べている。また、中谷37）も同

様に「何かことが起こったらすぐに自宅に帰れる近所の公園」が子どもの遊

び場として好まれるとしている。本調査において、子育て支援施設を利用し

なくなった理由として選択された駐車場の有無や交通の便が悪いといった立
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地条件の問題も家の近くにある公園ならば、子どもをベビーカーに乗せて散

歩がてら歩いていくことが可能となる場である。またイベントや用があるか

ら出かけたり、９時から17時までといった時間を気にしたりすることがない、

常に開かれた場として選択されているのではないかと考えられる。日にちや

時間が設定されている育児サークルなどについて、「設定された時間に合わせ

ることは・・・・幼い子どもを持つ母親にとっては並大抵のことではない」

という指摘38）もあり、自宅や公園、スーパーといった場所はすぐにいつでも

行くことのできる場所として選択されていることが考えられる。さらに、乳

幼児を持つ親を対象にした調査39）において、乳幼児期に子どもに経験させた

い遊びとして「土・泥あそび」や「水あそび」「花、草花、虫取り」などが

多く挙げられており、これらの遊びを十分に担保する場として公園が重要な

場として指摘されている。以上のように、公園を地域における子育て支援の

場として位置づけていくことは非常に重要なのではないかと考えられる。し

かし、このような意見がある一方で、公園にはその不衛生さや不審者の問題、

遊具の事故など、公園利用を妨げる要因が多くあるのも事実40）である。本調

査の自由回答においても、「公園の草刈りがされておらず、遊ばせにくい」「ト

イレが汚くて使用できない、掃除を定期的にして欲しい」「乳幼児向けの遊具

を増やして欲しい」などといった公園管理に関する要望も多く見られた。児

童厚生施設の１つである児童公園について武田41）は「乳幼児の子育てを支援

する公園としては課題が山積しており、充分な機能を果たしていない」と厳

しく批判している。子育て支援施設の非利用者にとって公園は外遊び場がで

きる貴重な場であり、公園整備を進めることが非利用者にとっての一支援方

法となるのではないかと考えられた。また、乳幼児の育ちについては、家庭

と保育園や幼稚園、子育て支援の場だけで支えられるものではなく、公園も

単体では完結しない。以上のことから、非利用者の子どもにとって地域の中

で、いかに遊び場を担保していくのかも今後検討していくことが必要であろ

う。
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７．本研究の限界と今後の課題

　本研究では、現在の子育て支援施設を利用していない非利用者を対象とし

たアンケート調査を参考に、就園しているか否かという視点からその現状と

今後の課題を考察してきた。約２割の親がどの子育て支援拠点施設も認知し

ていないこと、以前利用していた保護者も生活形態が変化していくなかで

ニーズが合わなくなってくること、さらに未就園児の保護者は就園児の保護

者と比べ、対人関係を理由に利用しなくなる人、あるいは最初から利用して

いない人が多いこと等が示唆された。そして、現在の情報周知の限界と利用

を待つ施設の限界から、継続的な訪問事業の重要性ならびに公園を子育て支

援の場として捉えなおしていく必要性を課題として提示した。

　最後に本研究の限界と今後の課題について述べる。本調査はデータ収集の

制約から、アンケート項目や人数が制限されたものであったため、すべての

非利用者について一般化することについては限界がある。また、対象者の属

性や対象児の年齢と非利用の要因の関係性について詳細な検討に及ばなかっ

た。今後は非利用者に対する面接調査や事例調査などを通して更なる検討を

進めていきたい。また、公園の利用についてはその配置や設置状況の影響が

あることも容易に想像できるため、非利用者の選択している公園がどのよう

な状況にあるかを含めて検討していくことも課題としたい。さらに、本調査

では非利用の理由として、子育て支援施設の立地条件や利便性といったハー

ド面を主に項目として取り上げた。しかし、その他にも担当の職員の働きか

けや対応の仕方等が非利用に関連することも考えられる。子育て支援施設の

担当者が地域に住むすべての利用者を支援していく必要性が叫ばれているな

かで、担当職員の資質や知識といった子育て支援施設のソフト面も検討する

必要があろう。これは今後の課題としたい。
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An examination about a present state and support of childcare support 

center non-users

- In reference to questionnaire survey - 

Abstract 

There are the present conditions that a child can not play in the 

door outdoors either now.

The government provides the play space as childcare support 

centers for children and parents in the policy and achieves a constant 

effect. However, some parents don't use such spaces. Theses days, the 

support to all child care families is a problem.

So, this paper focuses on non-users of the present childcare support 

centers. To grasp the current situation of them, it was conducted 

questionnaire survey.

Questionnaire was conducted to determine their ordinal play spaces 

and reasons of not using childcare support centers, and so on. And, 

it inquired from the viewpoint of whether to entering kindergarten, 

nursery school or not.

According to data, about 20% of parents didn't know even a name or 

place of child care support centers. And, as reasons of not using of child 

care support center, many parents showed the problem of not agreement 

of needs and its location, and personal relations. Furthermore, non-users 

of childcare support centers selected a park as a play space.

It showed a limit of way of information and a limit of child care 

support centers which wait for users. It was suggested an importance 

of continued home visiting services. Furthermore it was considered 

that a park should be re-defined as a child and family care space and 

re-arranged for them. 


